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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条
に
よ
る
告
示
（
二
件
）

…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
住
宅
政
策
推
進
部
不
動
産
業
課
）…
�

○
公
共
測
量
の
実
施
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
調
整
課
）…
�

○
公
共
測
量
の
終
了
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
取
消
し
…
…（
同
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
…
…（
同
）…
�

○
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
八
号
（
都
民
の

健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

第
四
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
四
条
の
十
三
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
発
電
又
は
熱
利
用
並
び
に

同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
発
電
）
の

一
部
改
正
…
…
…（
環
境
局
都
市
地
球
環
境
部
総
量
削
減
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
�

○
都
道
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示
（
選
）

○
平
成
二
十
三
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十

三
号
（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
	

○
平
成
二
十
四
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十

七
号
（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
	

○
平
成
二
十
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十

三
号
（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
	

○
平
成
二
十
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十

九
号
（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
�


公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
申
請
…
…

…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
都
民
生
活
部
地
域
活
動
推
進
課
）…
�


○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
…
…
…
…（
同
）…
��

○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
下
水
道
局
）…
��

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
四
十
七
号

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い

の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引

業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
右
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

商

号

代
表
者
氏
名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

免
許
証
番
号

免
許
年

月
日

バ
ン
ド
ウ

商
事
株
式

会
社

代
表
取
締
役

坂
東

康
博

渋
谷
区
神
山

町
二
番
八
号

東
京
都
知
事

⑽
第
三
七
七

六
八
号

平
成
二

十
四
年

十
一
月

二
日

株
式
会
社

ア
イ
ワ

代
表
取
締
役

角
保

育
伸

文
京
区
千
石

四
丁
目
七
番

二
号

東
京
都
知
事

⑵
第
八
四
八

九
三
号

平
成
二

十
二
年

九
月
二

日

株
式
会
社

マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
ニ

ン
グ

代
表
取
締
役

飯
田

晃
司

渋
谷
区
代
官

山
町
十
六
番

一
号

東
京
都
知
事

⑴
第
九
四
二

二
六
号

平
成
二

十
四
年

五
月
十

八
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
四
十
八
号

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い

の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六

号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引

業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
右
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

商

号

代
表
者
氏
名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

免
許
証
番
号

免
許
年

月
日

有
限
会
社

三
恵
ド
ゥ

ウ
エ
ル

取
締
役

南

詠
周

杉
並
区
阿
佐

谷
南
二
丁
目

十
二
番
七
号

東
京
都
知
事

⑵
第
八
六
六

〇
六
号

平
成
二

十
三
年

十
月
十

三
日

Ｎ
Ｓ
レ
ジ

デ
ン
シ
ャ

代
表
社
員

ス
タ
ー
ア
イ

板
橋
区
仲
町

三
十
七
番
二

東
京
都
知
事

⑴
第
九
二
九

平
成
二

十
三
年
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ル
合
同
会

社

ズ
株
式
会
社

号

七
九
号

五
月
十

三
日

株
式
会
社

ス
ペ
ー
ス

・
ア
シ
ス

ト

代
表
取
締
役

松
本

幸
一

郎

千
代
田
区
一

番
町
二
十
二

番
地
一

一

番
町
セ
ン
ト

ラ
ル
ビ
ル
デ

ィ
ン
グ

東
京
都
知
事

⑴
第
九
三
八

四
五
号

平
成
二

十
四
年

二
月
三

日

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
四
十
九
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
世
田
谷

区
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

測
量
施
行
者

世
田
谷
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
数
値
地
図
（
道
路
）
デ
ー
タ
の
修

正
（
５
０
０
レ
ベ
ル
）
）

三

測
量
の
区
域

世
田
谷
区
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年

三
月
二
十
七
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都

知
事
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

測
量
施
行
者

東
京
都

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

小
笠
原
村
父
島
字
長
谷
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十

七
年
一
月
三
十
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
一
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
千
代
田

区
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

測
量
施
行
者

千
代
田
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

千
代
田
区
富
士
見
二
丁
目
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
日
か
ら
同
年
十
一
月

三
十
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
二
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
足
立
区

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

測
量
施
行
者

足
立
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

足
立
区
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
七

年
二
月
二
十
七
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
三
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
世
田
谷

区
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

測
量
施
行
者

世
田
谷
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
数
値
地
図
（
道
路
）
デ
ー
タ
の
修

正
（
５
０
０
レ
ベ
ル
）
）

三

測
量
の
区
域

世
田
谷
区
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
六
年
五
月
二
日
か
ら
同
年
九
月
三
十

日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
四
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
池
袋

二
丁
目
Ｂ
地
区
市
街
地
再
開
発
準
備
組
合
理
事
長
か
ら
次
の
よ
う
に

測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

測
量
施
行
者

南
池
袋
二
丁
目
Ｂ
地
区
市
街
地
再
開
発
準
備
組

合

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
土
地
区
画
整
理
事
業
）
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三

測
量
の
区
域

豊
島
区
南
池
袋
二
丁
目
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月

一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
五
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
練
馬
区

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
終
了
し
た
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

測
量
施
行
者

練
馬
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量
及
び
出
来
形
確

認
測
量
）

三

測
量
の
区
域

練
馬
区
土
支
田
一
丁
目
、
土
支
田
二
丁
目
、
土

支
田
三
丁
目
及
び
高
松
六
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

平
成
二
十
六
年
五
月
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
三

十
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

平
成
二
十
六

年
九
月
十
日

昭
島
市
朝
日
町

一
丁
目
千
二
百

五
番
十
一
の
一

部

延
長一

一
・
三
一

幅
員

四
・
五
〇

同
右

平
成
二
十
六

年
九
月
十
九

日

東
大
和
市
新
堀

一
丁
目
千
五
百

十
四
番
三
の
一

部
、
同
番
四
、

同
番
七
の
一
部
、

同
番
八
並
び
に

千
五
百
十
五
番

及
び
千
五
百
十

八
番
三
の
各
一

部
、
同
番
五
、

同
番
六
の
一
部
、

千
五
百
十
八
番

八
並
び
に
千
五

百
二
十
二
番
及

び
千
五
百
二
十

三
番
一
の
各
一

部

延
長五

二
・
六
四

幅
員

四
・
〇
〇

〜
六
・
〇
三

同
右

平
成
二
十
六

年
九
月
二
十

二
日

羽
村
市
川
崎
四

丁
目
二
百
四
十

七
番
九
の
一
部

延
長二

八
・
六
五

幅
員

四
・
五
〇

同
右

平
成
二
十
六

年
九
月
二
十

六
日

昭
島
市
田
中
町

二
丁
目
三
百
六

番
八

延
長三

七
・
三
四

幅
員

四
・
〇
〇

同
右

平
成
二
十
六

年
九
月
二
十

九
日

東
大
和
市
中
央

二
丁
目
五
百
五

十
五
番
九
の
一

部
、
同
番
十
三
、

五
百
六
十
一
番

延
長一

五
・
一
六

幅
員

六
・
〇
〇

八
の
一
部
及
び

同
番
十
八

同
右

平
成
二
十
六

年
十
月
三
日

昭
島
市
緑
町
二

丁
目
三
千
二
百

二
十
六
番
一
及

び
三
千
二
百
二

十
八
番
一
の
各

一
部

延
長

一
・
〇
〇

一
七
・
九
七

幅
員

四
・
五
〇

五
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

平
成
二
十
六

年
十
月
九
日

昭
島
市
緑
町
三

丁
目
二
千
二
百

六
十
七
番
十
二

延
長一

四
・
三
五

幅
員

四
・
二
〇

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す
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る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

東
久
留
米
市
金
山
町
一
丁
目
千
四
番
一
か

ら
同
番
五
ま
で
、
千
四
番
七
か
ら
同
番
十

二
ま
で
、
千
五
番
一
の
一
部
、
千
五
番
三

及
び
千
十
四
番
六
の
一
部

平
成
二
十
六
年
十

月
七
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
（
小
平
市
花

小
金
井
一
丁
目
六
番
二
十
号
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
五
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に

よ
り
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

金

子

博

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

清
瀬
市
松
山
三
丁
目
千
十
八
番
一
並
び
に

同
番
三
百
五
及
び
千
六
十
三
番
二
の
各
一

部
並
び
に
同
番
四

平
成
二
十
六
年
十

月
十
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
（
小
平
市
花

小
金
井
一
丁
目
六
番
二
十
号
）

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
号

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
八
号
（
都
民
の
健
康
と

安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の
十
二
第

一
項
及
び
第
四
条
の
十
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め

る
発
電
又
は
熱
利
用
並
び
に
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に

定
め
る
発
電
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一
中
「
（
以
下
「
太
陽
光
発
電
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

二
中
「
（
以
下
「
特
定
小
水
力
発
電
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

三
中
「
（
以
下
「
特
定
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
」
と
い
う
。
）
」
を
削

る
。四

を
削
り
、
五
を
四
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
発
電
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
荒
川
区
東
尾
久

七
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ
の
化

ひ

合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素

及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ベ
ン
ゼ
ン

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
東
京
都
告
示
第
四
十
九
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
文
京
区
本
郷
七
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い

な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
起
算
し

て
二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

路
線
名

新
宿
国
立

二

変
更
の
区
間

府
中
市
西
原
町
三
丁
目
二
十
六
番
二
地
先
か
ら

国
立
市
富
士
見
台
一
丁
目
三
十
六
番
六
地
内
ま

で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
六
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
起
算
し

て
二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

路
線
名

赤
坂
杉
並

二

供
用
開
始
の
区
間

港
区
赤
坂
三
丁
目
千
三
百
十
五
番
地
先
か

ら
同
区
赤
坂
五
丁
目
三
百
十
一
番
一
地
先

ま
で

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
鈴
木
章
浩
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書

の
要
旨
（
平
成
二
十
三
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

鈴
木
章
浩
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「５,０１３,０００

」
を

「６,４４６,８５５

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「５,０１３,０００
」

を
「６,４４６,８５５

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「

鈴
木
章
浩
杯
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

３０,０００

」
を

「

鈴
木
章
浩
杯
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

３０,０００

借
入
金

１,４３３,８５５

に

鈴
木

章
浩

１,４３３,８５５

」

改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中
「５

,０
１
３
,０
０
０

」
を

「６,４４６,８５５

」
に
、

「

寄
附
・
交
付
金

１,１７８,６１２

」
を

「

寄
附
・
交
付
金

１,１７８,６１２

そ
の
他
の
経
費

１,４３３,８５５

」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
鈴
木
章
浩
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書

の
要
旨
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

鈴
木
章
浩
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「７,６８３,５００

」
を

「８,８９８,１５５

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「７,６８３,５００

」

を
「８,８９８,１５５

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「

都
政
報
告
会
２０１１

７,６８３,５００

」
を

「

都
政
報
告
会
２０１１

７,６８３,５００

借
入
金

１,２１４,６５５

に

鈴
木

章
浩

１,２１４,６５５

」

改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中
「７

,６８３
,５００

」
を

「８,８９８,１５５

」
に
、

「

寄
附
・
交
付
金

２,７６９,２１８

」
を

「

寄
附
・
交
付
金

２,７６９,２１８

そ
の
他
の
経
費

１,２１４,６５５

」
に

改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
民
主
党
東
京
都
第
９
区
総
支
部
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の

収
支
報
告
書
の
要
旨
（
平
成
二
十
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

民
主
党
東
京
都
第
９
区
総
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「６
,３７６
,６０１

」
を
「１３

,７７６
,６０１

」
に
、
「６

,３７０
,０００

」
を

「１３
,７７０

,０００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「６,３７６,６０１

」
を
「１３,７７６,６０１

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中

「借
入
金

３７０,０００

」
を

「寄
附
の
総
額

７,４００,０００

政
党
匿
名
分
を
除
く
寄
附
の
額

７,４００,０００

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

７,４００,０００

に

借
入
金

３７０,０００

」

改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中
「５

６
７
,３
１
０

」
を

「７,９６７,３１０

」
に
、

「

寄
附
・
交
付
金

３７０,０００

」
を

「

寄
附
・
交
付
金

３７０,０００

そ
の
他
の
経
費

７,４００,０００

」
に

改
め
、
同
部
５
資
産
の
内
訳
の
項
中

「５
資
産
の
内
訳

借
入
金

（
借
入
先
）

（
借
入
残
高
）

を

円

木
内
た
か
た
ね
後
援
会

７,４００,０００

」

「５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）

に

（
寄
附
者
）

（
政
治
団
体
か
ら
の

寄
附
）

（
金
額
）

（事
務
所
の
所
在

地
）

円

木
内
た
か
た
ね
後
援

会
７,４００,０００

練
馬
区

」
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改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
六
選
挙
区
支
部
、
木
内
た
か
た

ね
後
援
会
及
び
鈴
木
章
浩
後
援
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告

書
の
要
旨
（
平
成
二
十
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
六
選
挙
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「４４,９８５,０００

」
を
「４４,６２５,０００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総

額
の
項
中
「３４,４７４,４１４

」
を
「３４,１１４,４１４

」
に
改
め
、
同
部
３

本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中
「２７,７４０,０００

」
を
「２７,３８０,０００

」
に
、

「１０,６５０,０００

」
を
「１０,２９０,０００

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内

訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中

「水
穂
興
業
㈱

６０,０００
江
戸
川
区

㈱
東
京
葬
祭

６０,０００
江
戸
川
区

」
を

「水
穂
興
業
㈱

６０,０００
江
戸
川
区

」
に
、

「㈱
ヤ
マ
イ
チ

１００,０００
江
戸
川
区

㈱
フ
ジ
ム
ラ

３００,０００
江
戸
川
区

」
を

「㈱
ヤ
マ
イ
チ

１００,０００
江
戸
川
区

」
に

改
め
る
。

木
内
た
か
た
ね
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「３７
,０４４
,０１２

」
を
「４４

,４４４
,０１２

」
に
、
「３７

,０４３
,０００

」
を

「４４
,４４３

,０００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「３６,７３３,０８１

」
を
「４４,１３３,０８１

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入

の
内
訳
の
項
中

「

２
１
世
紀
新
政
策
研
究
会
（
１
２
／
１

８
）

４,２００,０００

」
を

「

２
１
世
紀
新
政
策
研
究
会
（
１
２
／
１

８
）

４,２００,０００

に

そ
の
他
の
収
入

７,４００,０００

１
件

１
０
万
円
以
上
の
も
の

７,４００,０００

金
銭
以
外
の
も
の
に
よ
る
寄
附
相
当
分

７,４００,０００

」

改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中
「１３

,２８９
,９４４

」
を

「２０,６８９,９４４

」
に
、

「

調
査
研
究
費

４０,９２８

」
を

「

調
査
研
究
費

４０,９２８

寄
附
・
交
付
金

７,４００,０００

」
に

改
め
、
同
部
か
ら
７
資
産
の
内
訳
の
項
を
削
る
。

鈴
木
章
浩
後
援
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「８,５５８,０００

」
を

「８,９３０,０００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「８,５５８,０００

」

を
「８,９３０,０００

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「

都
政
報
告
会
２
０
１
２

８,５５８,０００

」
を

「

都
政
報
告
会
２
０
１
２

８,５５８,０００

借
入
金

３７２,０００

に

鈴
木

章
浩

３７２,０００

」

改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中
「８

,５５８
,０００

」
を

「８,９３０,０００

」
に
、

「

寄
附
・
交
付
金

４,９４３,４７６

」
を

「

寄
附
・
交
付
金

４,９４３,４７６

そ
の
他
の
経
費

３７２,０００

」
に

改
め
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

請
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五

条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認

証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ベ
ト
ナ
ム
子
ど
も
基
金

三

代
表
者
の
氏
名

近
藤

曻

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
文
京
区
本
駒
込
二
丁
目
十
二
番
十
三
号

ア
ジ
ア
文
化

会
館
内

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
経
済
的
理
由
等
に
よ
り
教
育
を
受
け
る
機
会
に

恵
ま
れ
な
い
ベ
ト
ナ
ム
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
奨
学
金
を
支

給
し
、
ま
た
教
育
施
設
を
整
備
・
改
修
し
、
教
育
環
境
を
改
善
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）
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一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
夢
織
工
房

三

代
表
者
の
氏
名

小
林

修

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
文
京
区
千
駄
木
二
丁
目
十
八
番
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
社
会
福
祉
に
関
す
る
幅
広
い
分
野
で
調
査
研
究
、

情
報
発
信
を
行
う
と
共
に
、
障
が
い
者
、
高
齢
者
に
対
し
て
適
切

な
生
活
支
援
を
行
う
事
に
よ
り
、
福
祉
の
増
進
、
社
会
教
育
の
推

進
、
多
様
な
文
化
の
振
興
、
障
が
い
者
の
職
業
能
力
の
開
発
・
拡

充
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲

載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
や
す
ら
ぎ

三

代
表
者
の
氏
名

椿

晴
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
八
王
子
市
東
浅
川
町
五
百
十
五
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
次
の
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

⑴

障
害
者
総
合
支
援
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

の
運
営
事
業
を
通
じ
て
、
障
害
を
持
っ
た
人
た
ち
が
、
２４
時
間

安
心
し
て
く
ら
せ
て
、
地
域
の
一
員
と
し
て
生
活
で
き
る
場
所

を
提
供
す
る
こ
と
と
、
障
害
を
持
っ
た
人
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
教
育
・
指
導
・
援
助
を
す

る
こ
と
で
、
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

⑵

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
訪
問
介
護
事
業
の
運
営
を
通
じ
て
、

介
護
を
必
要
と
す
る
人
た
ち
の
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

⑶

社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
地
域
生
活
支
援
事
業
の
運
営
を
通
じ

て
、
地
域
生
活
で
の
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
水
と
意
識
と
歴
史
の
研
究
会

三

代
表
者
の
氏
名

仙
北
谷

光
霊

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
新
宿
区
坂
町
二
十
六
番
地
二
〇
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
国
内
外
を
問
わ
ず
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と

し
て
、
歩
行
法
・
呼
吸
法
・
整
体
法
の
普
及
と
啓
発
、
ス
キ
ー
・

ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
を
通
じ
た
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
、
生
活
環
境
向

上
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
通
じ
て
、
人
々
の
健
康
的
な
生
活
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
渋
谷
・
青
山
景
観
整
備
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

井
口

典
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
港
区
北
青
山
三
丁
目
五
番
十
二
号

青
山
ク
リ
ス
タ
ル

ビ
ル
九
Ｆ

チ
ェ
ス
ナ
ッ
ト
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
㈱

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
し
て
、
景
観
法
・
都

市
計
画
法
や
地
方
自
治
法
な
ど
都
市
整
備
・
ま
ち
づ
く
り
に
関
す

る
諸
制
度
・
政
策
の
精
神
に
則
り
、
学
術
研
究
機
関
・
行
政
・
住

民
・
地
域
団
体
・
企
業
等
と
連
携
・
協
働
し
つ
つ
、
渋
谷
・
原
宿

・
青
山
地
区
を
始
め
、
目
的
を
同
じ
く
す
る
他
地
区
に
お
い
て
、

美
し
い
街
並
み
や
景
観
等
の
保
全
と
創
造
、
そ
れ
を
支
え
る
街
の

ル
ー
ル
づ
く
り
と
運
営
、
お
よ
び
関
連
の
情
報
発
信
・
調
査
研
究

・
社
会
実
験
・
計
画
立
案
・
提
言
・
合
意
形
成
支
援
等
を
行
う
こ

と
で
「
美
し
い
国
づ
く
り
」
「
都
市
再
生
」
「
観
光
立
国
」
の
実

現
を
目
指
し
、
広
く
一
般
市
民
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条

例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一
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一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
活
生
ラ
イ
フ

三

代
表
者
の
氏
名

永
谷

安
賢

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
西
神
田
二
丁
目
五
番
六
号

中
西
ビ
ル
四
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
と
し
、
日
本
の
高
齢
化
社

会
の
中
で
、
高
齢
者
の
暮
ら
し
を
守
り
真
に
豊
か
な
生
活
を
実
現

で
き
る
社
会
と
す
る
た
め
、
人
間
と
し
て
、
死
後
に
家
族
や
周
囲

の
人
々
に
迷
惑
を
掛
け
た
く
な
い
と
い
う
明
確
な
本
人
の
意
思
を

完
全
実
現
し
、
尊
厳
あ
る
死
の
事
前
準
備
と
死
後
の
事
務
手
続
き

を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
法
人
で
仲
間
意
識
と
帰
属
意
識

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
保
ち
高
齢
者
と
社
会
福
祉
の
安
心
と
増
進
に

寄
与
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
越
振
興
協
力
会

三

代
表
者
の
氏
名

原

靖

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
八
王
子
市
南
陽
台
一
丁
目
十
六
番
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
現
在
日
本
に
在
留
し
て
い
る
、
ま
た
は
、
こ
れ

か
ら
日
本
に
来
日
す
る
予
定
の
全
て
の
ベ
ト
ナ
ム
人
に
対
し
、
日

本
に
お
け
る
生
活
や
精
神
的
な
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
相
談
・

支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
ベ
ト
ナ
ム
人
と
企
業
等
の
事
業
提
携
や

ベ
ト
ナ
ム
人
の
就
職
支
援
を
行
い
、
両
国
の
経
済
・
農
業
等
の
振

興
に
務
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
在
留
ベ
ト
ナ
ム
人
と

他
の
外
国
人
を
含
む
地
域
住
民
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
相
互
の
理

解
と
友
好
関
係
を
促
し
、
住
民
と
の
良
好
な
社
会
環
境
づ
く
り
に

寄
与
す
る
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま

ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ル
マ

三

代
表
者
の
氏
名

竹
本

由
実
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
葛
飾
区
細
田
五
丁
目
十
一
番
十
二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象
に
、
動
物
の
愛
護
及
び

虐
待
防
止
並
び
に
遺
棄
さ
れ
る
動
物
の
保
護
活
動
を
支
援
す
る
活

動
の
一
環
と
し
て
、
動
物
の
保
護
・
新
し
い
飼
い
主
探
し
支
援
事

業
、
動
物
へ
の
保
護
支
援
事
業
、
動
物
の
保
護
等
に
関
す
る
講
演

会
開
催
事
業
、
調
査
研
究
事
業
、
普
及
啓
発
事
業
及
び
同
じ
目
的

を
持
つ
多
く
の
方
々
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
で
、
動
物
の
愛
護
を

通
じ
た
生
命
の
大
切
さ
を
理
解
し
、
地
域
安
全
と
青
少
年
の
健
全

育
成
に
つ
な
が
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
恵
ま
れ
な
い
子
供
た
ち
の
為
の
日
本
青

年
学
習
支
援
団
体
Ｊ
Ｏ
Ｙ
Ｆ
Ｕ
Ｌ

三

代
表
者
の
氏
名

Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｏ

Ｄ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
Ｎ
Ａ

Ｌ
Ｉ
Ｚ
Ａ

Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｌ
Ａ
Ｎ

Ａ
（
佐
藤

デ
ィ
ビ
ナ

リ
ザ
）

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
町
田
市
木
曽
西
一
丁
目
一
番
十
八
号

佐
藤
ビ
ル
二
〇

二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
国
内
外
の
恵
ま
れ
な
い
環
境
に
い
る
子
供
た
ち
に

学
習
支
援
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴

日
本
の
若
者
た
ち
に
貧
困
、
恵
ま
れ
な
い
環
境
に
い
る
子
供

た
ち
が
学
習
の
機
会
を
得
る
こ
と
の
幸
せ
、
一
生
懸
命
勉
強
に

励
む
た
め
の
勇
気
づ
け
を
通
じ
て
こ
の
問
題
へ
の
関
心
を
広
げ

て
行
く
。

⑵

チ
ャ
リ
テ
ィ
へ
の
意
識
向
上
、
普
及
、
恵
ま
れ
な
い
子
供
た

ち
へ
の
援
助
。

⑶

学
校
、
児
童
養
護
施
設
へ
の
教
科
ご
と
の
講
師
派
遣
、
子
供

た
ち
へ
の
放
課
後
及
び
休
日
、
英
語
力
向
上
の
た
め
英
会
話
レ

ッ
ス
ン
の
活
動
。

⑷

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
シ
ャ
ル
ガ
オ
島
リ
ベ
ル
タ
ッ
ド
村
の
恵

ま
れ
な
い
子
供
た
ち
へ
の
支
援
活
動
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲

載
）
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一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
二
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
南
ア
ジ
ア
の
障
害
児
に
車
椅
子
を
贈

る
会

三

代
表
者
の
氏
名

春
田

文
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
葛
飾
区
鎌
倉
三
丁
目
六
番
二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
貧
し
い
家
庭
の
障
害
を
も
っ
た

子
ど
も
達
の
中
で
、
車
椅
子
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
達
に
車
椅
子

を
贈
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
下
水
道
局
長

松

田

芳

和

一

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

平
成
二

十
六
年

九
月
九

日

四
七
二
七

オ
カ
モ
ト

総
合
設
備

株
式
会
社

町
田
支
店

町
田
市
高
ヶ

坂
七
丁
目
十

二
番
十
号

町
田
市
高
ケ

坂
八
百
十
番

地
二

同
月
十

二
日

二
〇
一
七

武
蔵
野
工

業
株
式
会

社

千
代
田
区
麴

町
三
丁
目
一

番
一
号

目
黒
区
東
山

一
丁
目
二
番

七
号

第
四

十
四
興
和
ビ

ル

同
月
三

十
日

四
四
四
三

有
限
会
社

村
瀬
設
備

練
馬
区
大
泉

学
園
町
四
丁

目
十
番
九
号

練
馬
区
下
石

神
井
三
丁
目

二
十
番
七
号

二

商
号
又
は
名
称
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

新
商
号
又

は
名
称

旧
商
号
又
は

名
称

事
業
所

所
在
地

平
成
二

十
六
年

九
月
二

十
九
日

四
五
六
一

株
式
会
社

丹
野
設
備

工
業
所
東

京
支
店

株
式
会
社
丹

野
設
備
工
業

所
東
京
営
業

所

千
代
田
区
飯

田
橋
二
丁
目

九
番
七
号

東
西
館
ビ
ル

四
〇
一
号

三

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

平
成
二

十
六
年

九
月
九

日

三
三
五
五

三
信
電
設

株
式
会
社

高
村

靖

高
村

弘
男

同
日

三
四
七
〇

株
式
会
社

合
田
水
道

工
業

合
田

桂
一

合
田

収

平
成
二

十
六
年

九
月
十

二
日

二
〇
一
七

武
蔵
野
工

業
株
式
会

社

佐
藤

眞
吉

反
町

研
一

同
日

三
二
一
〇

株
式
会
社

磯
野
商
事

東
京
支
店

磯
野

孝

磯
野

嘉
則

平
成
二

十
六
年

二
四
七
八

鈴
建
工
業

株
式
会
社

鈴
木

慎
治

鈴
木

芳
男

九
月
二

十
二
日
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